
再評価結果（平成２６年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：茅野 牧夫

事業名 地域高規格道路 五條新宮道路 事業 事業 国土交通省

一般国道168号 十津川道路 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
と つ か わ

起終点 自：奈良県吉野郡十津川村大字平谷 延長
よ し の と つ か わ む ら ひらだに

至：奈良県吉野郡十津川村大字小原 6.0km
よ し の と つ か わ む ら お は ら

事業概要

五條新宮道路は和歌山県新宮市と奈良県五條市を結ぶ地域高規格道路である。五條新宮道路は、近い将

来発生するといわれている東海・東南海・南海地震の発生時には内陸部からの緊急輸送路として活用が期

待されているが、急峻な地形条件のため、未改良区間（線形不良・幅員狭小）が多く、大部分が異常気象

時通行規制区間となっているため、和歌山県・奈良県において順次整備を行っている。

地形条件が厳しく整備に高度な技術を要する区間であることから国土交通省権限代行事業とし、安定し

た交通の確保、生活の利便性向上、地域の活性化等を目的に計画された道路である。

H8年度事業化 H-年度都市計画決定 H12年度用地着手 H14年度工事着手

（H-年度変更）

全体事業費 280億円 事業進捗率 約80％ 供用済延長 4.3km

地域の防災面の課題

・平成23年の台風12号による紀伊半島大水害で、折立地区において、土砂崩落及び落橋が発生し長期間の

通行止めが発生。

・国道168号の十津川村平谷～小原間では、毎年のように通行止めが発生しており、過去５年間（H20～

H24）で約1,600時間（延べ116日）の全面通行止めが発生。

課題を踏まえた対策・事業内容

・十津川道路の整備により、土砂崩落等による通行止めを回避するとともに、通行止めによる迂回の回避、

通行止めに伴う経済損失の軽減、通行止め時の村外通院患者の負担軽減等の効果が期待されることから、

トンネルおよび橋梁による別線整備。

・当該区間は急峻な地形で線形不良区間や防災点検要対策箇所が多く存在するため、現道拡幅のみでは課

題を解消できない。

事業の効果等 費用 (残事業) / (事業全体)

①災害時の迂回解消を含む走行時間短縮等 463億円 44 / 305億円

（残事業44億円）

②災害による被害の回避 事 業 費： 42 / 300億円

・孤立集落の解消 ・支援物資の輸送 維持管理費： 1.3 / 4.7億円

・緊急車両の交通確保 ・救急医療施設へのアクセス向上

関係する地方公共団体等の意見

奈良県知事の意見：

一般国道１６８号 十津川道路は、地域高規格道路 五條新宮道路の一部を構成し、奈良県南部地域に

とって産業や観光の振興を担う重要な幹線道路であり、生活や緊急医療を支える「命の道」です。また、

「紀伊半島アンカールート」における南北の連絡軸を形成し、大規模災害時のリダンダンシーの確保な

ど、紀伊半島全体にとって極めて重要な道路となっています。

平成２３年９月の紀伊半島大水害では、被災により道路が分断され集落が孤立し、地域生活に大きな

被害を及ぼすなか、トンネルや橋梁等の高い規格により整備された十津川道路に被害はなく、緊急的な

部分供用により、地域は大きく救われました。

本県では、被災地域が「災害に強く、希望の持てる」地域となるよう、平成２３年度から平成３２年

度の１０年間を復旧・復興計画期間と位置付け、迅速な復旧・復興に県を挙げて取り組んでいるところ

であり、地域の再生・再興を推進するためにも、十津川道路の早期整備は必要不可欠です。

以上のことから、対応方針(案)のとおり、事業継続が妥当と考えます。

なお、紀伊半島アンカールートの早期整備に向けて、本事業とともに、長殿道路、風屋川津・宇宮原

工区についても事業の推進が図られるよう、お願いします。



事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「国道169号十津川道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において、

おおむね適切に進められており、対応方針(原案)のとおり「事業継続」でよいと判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

平成23年9月3日、台風12号による紀伊半島大水害により道路崩壊や折立橋落橋で国道168号が不通とな

り、救援・救助活動に大きく支障。

平成23年9月6日に十津川道路（折立～小原間）を早期開通することにより、孤立地域の解消、支援物資

の輸送や緊急車両の交通確保等に貢献。

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成23年9月に折立～小原区間4.3kmが開通。残る区間1.7kmについては、用地買収、橋梁及び改良工事

推進中。用地進捗率：約９９％、事業進捗率：約８０％。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等により、コスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性は変化なく、防災面の効果が見込まれる。



再評価結果(平成２６年度事業継続箇所)

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：茅野 牧夫

事業名 地域高規格道路 五條新宮道路 事業 事業 国土交通省

一般国道168号 十津川道路 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
と つ か わ

起終点 自：奈良県吉野郡十津川村大字平谷 延長
よ し の と つ か わ む ら ひらだに

至：奈良県吉野郡十津川村大字小原 6.0km
よ し の と つ か わ む ら お は ら

事業概要図

【位置図】

【概要図】

※１ 事業の効果に記載している金額は、防災面の効果を完成後５０年間の便益額として現在価値化して算

出した値であり、試算値を含む。

※２ 費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値。
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